
 















から年 事業の運営につきまして、ご理解とご協 を賜り厚く
御礼を申し上げます。

さて、年 を受け取られている については、ご健在を確認するた
め、毎年度 受給権者現況届」をご提出いただくこととなって
います。

つきましては、お 数をおかけしますが、同封の「年 受給権者現
況届」に 名などの必要事項を記 し、在留証明書 は居住証明書な
どの必要書類を添付の上、 本年 機構へご提出をお願いいたします。
（現況届の記 法は、同封の「年 受給権者現況届の提出にあたっ
て」をご覧ください。）

※ この提出期限は、現在の国際郵便の状況を考慮し、設定したものとなります。

なお、年 受給権者現況届が提出期限までにご提出いただけない場
合は、 の 払いが 時 まりますのでご注意ください。

。

AIRMAIL JAPAN
To Japan Pension Service

, Takaido-Nishi,
Suginami-Ku,Tokyo -

168-8505 3-5-24
機構

中央 業務グループ
上記の線の部分に沿って切り取り、送付時の封筒に貼って

してください。

TEL:+81-3-6700-1165

機構

【提出先】
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